
1 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 10月１日現在の日本の 65歳以上の高齢者人口は、約 3,459万人で、総

人口に占める割合（高齢化率）は、27.3％となり、今までに経験したことのない超高

齢社会となっています。 

また、今後も高齢者人口は増加し、平成 54（2042）年に 3,935万人でピークを迎え、

その後は減少に転じるが高齢化率は上昇すると推計されています。（平成 29年内閣府

高齢者白書から引用） 

本町の高齢者人口も年々増加し、平成29年10月１日現在12,521人、高齢化率24.8％

となっており、全国平均を下回るものの、高齢化が進んでいます。 

高齢者数の増加はひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の増加、認知症高齢者の増加に

つながるものであり、高齢者が安心して健康で暮らせる環境づくりのために、高齢者

福祉施策をさらに充実させていくとともに、新たな課題やニーズに対応するための体

制づくりが必要となります。 

国においては、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、要介護者等への包括的

な支援を行う「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組みを引き続き進めること

としています。地域包括ケアシステムは、「生活上の安全・安心・健康を確保するた

め、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生

活の場で適切に提供できるような地域での体制」と定義されます。 

本町においても、この方向性に沿い、認知症高齢者をはじめとした生活支援が必要

な方を地域全体で見守る体制の構築や、単身・重度の要介護者等が安心して生活して

いくための支援等をさらに進めていく必要があります。 

このような背景のもと、これまで以上に充実した高齢者福祉施策の実現を目指し、

平成30年度から平成32年度を期間とする第７期東浦町高齢者福祉計画を策定するこ

ととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画策定にあたって 

Ⅰ 計画策定の背景 
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本計画は、老人福祉法第 20条の８の規定に基づき、市町村が定める市町村老人福祉

計画として策定するもので、平成 23年度から平成 32年度までの 10年間を計画期間と

する第５次東浦町総合計画を上位計画としています。 

また、平成 27年度に策定した「東浦町地域福祉計画」は東浦町の地域福祉を包括的

に定める計画であり、他の分野別計画と連携を図るもので、高齢者福祉計画の上位計

画にもなります。 

 なお、介護保険法第 117条の規定に基づき市町村が定める介護保険事業計画は、知

多北部３市１町（東海市、大府市、知多市及び本町）で構成する知多北部広域連合に

おいて策定され、本計画はこの知多北部広域連合介護保険事業計画との整合性を図っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ⅱ 計画の位置付け 

 

第５次東浦町総合計画 

平成 23年～32年度 

第７期東浦町 

高齢者福祉計画 

平成 30年～32年度 

老人福祉法第 20条の８ 
介護保険法第 117条 

第７期知多北部広域連合 

介護保険事業計画 

平成 30年～32年度 
整合性を確保 
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本計画の計画期間は、介護保険事業計画との整合性を持たせるため、３年を１期と

して作成し、介護保険事業計画と同様に平成 30年度から平成 32年度までの３年間を

計画期間とします。 

 また、本計画がその理念や目標に沿って効果的に実施されているかを継続的に把握

するため、毎年度実施状況の点検・評価を行い、計画の推進に反映していきます。 

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

県 

あいち健康福祉 

ビジョン 2020 
          

愛知県高齢者健康福

祉計画(第７期) 
          

町 

東浦町総合計画 

（第５次） 
                    

東浦町総合計画 

（第６次）50年度まで 
                    

地域福祉計画           

高齢者福祉計画 

（第４期） 
          

高齢者福祉計画 

（第５期） 
          

高齢者福祉計画 

（第６期） 
          

高齢者福祉計画 

（第７期） 
          

知多

北部

広域 

連合 

介護保険事業計画 

（第４期） 
                    

介護保険事業計画 

（第５期） 
          

介護保険事業計画 

（第６期） 
          

介護保険事業計画 

（第７期） 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 計画の期間 

年度 

計画名 

西暦 

和暦 


